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広陵町長 平 岡 仁

広陵町条例第１５号

広陵町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

広陵町後期高齢者医療に関する条例（平成２０年３月広陵町条例

第１４号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項を次のように改める。

被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付

する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納

付の日までの期間に応じ、当該金額が２，０００円以上（１，０

００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる）であるとき

は、当該金額につき年１４．６パーセント（当該納期限の翌日か

ら３月を経過する日までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付しなければならない。ただし、延滞金額に１００円未満の端

数があるとき、又はその全額が１，０００円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てる。

附則に次の１項を加える。



（延滞金の割合の特例）

４ 当分の間、第６条第１項に規定する延滞金の年７．３パーセン

トの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各

年の前年の１１月３０日を経過する時において日本銀行が定める

商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合を

いう。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その

年中においては、当該特例基準割合とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２２年１月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の広陵町後期高齢者医療に関する条例の

規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料等に

係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料等

に係る延滞金については、なお従前の例による。


